
平成２５年度　東大阪市都市計画税の使途状況について

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税される市税です。
主な使途としては、街路整備事業、公園整備事業などがあります。
平成25年度の都市計画税（6,902,875千円）は、次のとおり都市計画事業費等（11,074,477千円）の財源として活用しました。

◎都市計画事業費等の内訳 （単位：千円）

使途内訳 事業費

街路整備 1,034,644
公園整備 321,193
地方債償還 9,718,640

合計 11,074,477

◎都市計画事業費等の財源内訳 （単位：千円）

財源内訳 事業費

都市計画税 6,902,875
一般財源等 3,010,671
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362,531 （単位：千円）
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※都市計画税は都市計画事業費等の約６２％を占め、

市内の街路整備や公園整備などに使われています。
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